
令和４年度第１回群馬労働局公共調達監視委員会議事概要 

 

 

１ 開催日時 

令和４年７月２７日 １０時００～１０時４０分 

 

２  会場 

前橋地方合同庁舎 1 階 共用会議室 

 

３ 出席者 

委 員 長：小暮 俊子（弁護士） 

委員長代理：坪井 明彦（大学教授） 

抽 出 委 員：鈴木 啓司（税理士） 

 

事 務 局：総務部長、総務課長、総務課長補佐、会計第一係長、会計第一

係員、会計第三係長、会計第三係員 

 

４ 審査内容 

※以下、●を委員の質問・指摘、〇を事務局の説明・回答とする。 

 

【整理番号１】高崎公共職業安定所ガレージ電動シャッター緊急修繕工事 

●落札率が１００％ですが、（既存の）シャッターを設置した業者に見積依頼

を行ったからですか。 

○はい、そうです。 

 電動シャッターの一部修繕に他業者が参入することにより、トラブルが発生

した際、問題の所在を迅速に確認することができず、庁舎管理上の問題が起こ

ると想定されるため、設置業者へ依頼したものです。 

 

【整理番号２】オンライン職業相談・セミナー等に必要な周辺機器の調達及びＬ

ＡＮ配線敷設工事 

●２社による入札となったのは、半導体不足等が原因ですか。 

○はい、世界情勢に起因する半導体不足及び半導体価格の上昇があげられます。 

●入札説明書を交付した業者は、主に県内の業者ですか。 

〇１社は県外、他の５社は県内企業です。 

 

【整理番号３】沼田労働基準監督署で使用する移動式書庫の設置 



●予定価格よりも落札価格が大分低いが、理由はありますか。 

〇予定価格の算出に当たり、建築関係の業者より取得した見積書を参考としま

したが、同等品も認めたことにより、入札に参加した業者が大幅に安い価格で

入札したことが要因と考えます。 

●入札にあたり、労働局が提示した参考品と実際に納品された商品は違うメー

カーのものですか。 

〇いいえ、落札者が納品した商品は参考品と同一です。 

 しかし、入札には同等品を提示した業者もいました。 

 

【整理番号４】藤岡公共職業安定所２階の発券機の更新 

 ●今回発券機を納品した業者は、既存の発券機を納品した業者と同一ですか。 

 〇はい。当初発券機が故障した際、修繕を予定していましたが、修理部品の供

給期間が終了しており、修理不能と判明したため、見積合わせを行い、随意契

約したものです。 

 ●入札による場合と随意契約による場合があるようですが、規定等を教えて

ください。 

 〇会計法２９条及び予算決算及び会計令第９９条の３に基づき、予定価格１

６０万円以下であれば随意契約可能と定められています。 

 ●既存機は平成２６年度導入とのことですが、使用開始から６年程度で修理

対応が不可能になるものですか。 

 〇既存機の導入は平成２６年度ですが、発売開始時期は更に遡ります。 

  既存機は、故障時、発売から既に１０年以上経過しており、部品調達が不可

能な状態でした。 

 

【整理番号５】令和３年度 群馬労働局機密文書等廃棄処分業務委託 

 ●本件、随意契約となったのは応札がなかったということですか。 

 〇当初入札への応募が１社ありましたが、入札書の記載に誤りがあり、結果不

調となったものです。 

  そこで、入札参加業者より見積書を徴し、予定価格内で随意契約としました。 

 

【整理番号６】お絵描きボード外３９件の購入 

 ●見積書を徴する際は、複数社から見積書を徴するなどの規定がありますか。 

 〇予算決算及び会計令第９９条の６に基づき、「なるべく２人以上のものから

見積書を徴さなければならない」と規定されています。 

  当局では、可能な限り２社以上から見積書を徴すとともに、金額や期間に応

じ３社以上より見積書を徴することもあります。 



   

【整理番号 7】装備品類等の調達 

 ●調達備品のうち、カメラ及び SD カードを同等品不可としている理由を教え

てください。 

 〇行政用務で使用するため、改ざん防止などの対策が取られている必要があ

ります。 

  本件については、対策の取られている物品を指定したものです。 

 ●購入物品がカメラからランヤード・雨合羽まで多岐に渡っていますが、一つ

の業者で調達できるものなのですか。 

 〇はい。そうです。 

物品調達については、まとめて調達する方がコスト性に優れるため、幅広い

商品を取り扱う業者より調達を行ったものです。 

 

【整理番号 8】富岡公共職業安定所のレイアウト変更に伴う書庫等の調達 

●２社より見積を徴しているようであるが、競合他社の金額は契約金額に近い

ものでしたか。 

○不採用とした業者との金額差は 10 万円程であります。 

 

【整理番号 9】令和３年度第２回業務物品（什器類）の調達 

 ●什器については、一般に予定価格と契約金額の差は少ないと思われますが、

本件に限ってみると落札率が低いように思います。理由はありますか。 

 〇はい、同等品を認めたところ、業者が価格の安い同等品を提示したためです。 

 

 

＜審査結果講評＞ 

●不適切な事案はありませんでした。改善事項、訂正事項はありません。 

 



別紙様式１

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名

整
理
番
号

公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の名称及び所在

地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は名
称及び住所

法人番号
一般競争入札・指
名競争等の別（総
合評価の実施）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考
公共調達審査
会審議結果状
況（所見）

公共調達監視
委員会審議結
果状況（所見）

※　備考欄には、以下の①から③に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

　③　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

　　　群馬労働局令和４年１月１日から令和４年３月３１日契約締結分

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）



別紙様式２

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名

整
理
番
号

公共工事の名称、場所、期間
及び種別

契約担当官等の氏名並び
にその所属する部局の名

称及び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又
は名称及び住所

法人番号

随意契約によることと
した会計法令の根拠
条文及び理由（企画
競争又は公募）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%)

再就職
の役員
の数
（人）

備　考
公共調達審査
会審議結果状
況（所見）

公共調達監視
委員会審議結
果状況（所見）

1
高崎公共職業安定所ガ
レージ電動シャッター緊急
修繕工事

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２
－３－１

令和4年2月24日

三和シヤッター工業
株式会社
東京都板橋区新河岸
２丁目３番５号

7011401012519

会計法第２９条の
３第４項及び予算
決算及び会計令第
102条の４第3号に
よる随意契約。
ガレージ内の電動
シャッター設置業
者であり、競争に
付すことができな
い。

1,391,940 1,391,940 100.0% 0 新規

※　備考欄には、以下の①から④に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　②　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

　③　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　④　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（公共工事）

令和４年１月１日から令和４年３月３１日契約締結分 　　　群馬労働局



別紙様式３

〔競争入札によるもの〕 審査対象期間 部局名 　　　群馬労働局

整
理
番
号

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びにそ
の所属する部局の　名称及び所
在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名
称及び住所

法人番号
一般競争入札・指
名競争等の別（総
合評価の実施）

予定価格（円） 契約金額（円） 落札率(%) 備　考
公共調達審査
会審議結果状
況（所見）

公共調達監視
委員会審議結
果状況（所見）

2
オンライン職業相談・セミナー
等に必要な周辺機器の調達及
びＬＡＮ配線敷設工事

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２－３
－１

令和4年1月12日

サンデンシステムエンジニ
アリング株式会社
群馬県伊勢崎市宮子町３
４５０番地８

9070001013390 一般競争 3,425,516 2,977,194 86.9% ２者

3
沼田労働基準監督署で使用す
る移動式書棚の設置

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２－３
－１

令和4年1月28日
株式会社　細野事務器
群馬県前橋市元総社町
二丁目８－１０

8070001002923 一般競争 7,289,700 2,944,480 40.4% ４者

※　備考欄には、以下の①から③に該当する場合には、当該符号を付すこと。

　①　低入札価格調査の対象となったものにあっては、「低入札」。

　②　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

　③　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和４年１月１日から令和４年３月３１日契約締結分



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名 　　　群馬労働局

整
理
番
号

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由（企画競争又

は公募）

予定価格
（円）

契約金額（円） 落札率(%)
再就職の役
員の数（人）

備　考
公共調達審査
会審議結果状
況（所見）

公共調達監視
委員会審議結
果状況（所見）

4
藤岡公共職業安定所２階の発
券機の更新

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２－
３－１

令和4年1月5日
株式会社　細野事務器
群馬県前橋市元総社町
二丁目８－１０

8070001002923
会計法第２９条の３第５項及び
予算決算及び会計令第９９条
第３号による随意契約。

1,483,857 1,469,534 99.0% 0 無 無

5
令和３年度　群馬労働局機密
文書等廃棄処分業務委託

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２－
３－１

令和4年1月11日
株式会社　永田紙業
埼玉県深谷市長在家１９
８番地

1030001086043

一般競争入札に付したが落札
者がなかったため、予算決算
及び会計令第９９条の２に該当
するため。

1,724,962 1,042,232 60.4% 0 無 無

6 お絵描きボード外３９件の購入

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２－
３－１

令和4年1月19日
有限会社　近藤金庫店
群馬県高崎市八島町２０
ＫＳビル４Ｆ

9070002009883
会計法第２９条の３第５項及び
予算決算及び会計令第９９条
第３号による随意契約。

1,403,906 1,053,800 75.1% 0 無 無

7 装備品類等の調達

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２－
３－１

令和4年2月7日
株式会社　高進
群馬県高崎市問屋町１
丁目６番地６

8070001017657
会計法第２９条の３第５項及び
予算決算及び会計令第９９条
第３号による随意契約。

1,245,630 1,073,655 86.2% 0 無 無

8
令和３年度第２回業務物品（什
器類）の調達

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２－
３－１

令和4年2月18日

株式会社　シー・ビー・エ
ス
群馬県太田市下浜田町
３５９－８

1070001019404
会計法第２９条の３第５項及び
予算決算及び会計令第９９条
第３号による随意契約。

1,270,402 869,000 68.4% 0 無 無

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和４年１月１日から令和４年３月３１日契約締結分



別紙様式４

〔随意契約によるもの〕 審査対象期間 部局名 　　　群馬労働局

整
理
番
号

物品・役務等の名称及び数量
契約担当官等の氏名並びに
その所属する部局の名称及

び所在地
契約を締結した日

契約の相手方の商号又は
名称及び住所

法人番号
随意契約によることとした会計法令
の根拠条文及び理由（企画競争又

は公募）

予定価格
（円）

契約金額（円） 落札率(%)
再就職の役
員の数（人）

備　考
公共調達審査
会審議結果状
況（所見）

公共調達監視
委員会審議結
果状況（所見）

公共調達審査会審議対象一覧及び審議結果　（物品・役務等）

令和４年１月１日から令和４年３月３１日契約締結分

9
富岡公共職業安定所のレイア
ウト変更に伴う書庫等の調達

支出負担行為担当官
群馬労働局総務部長
冨田　英晴
群馬県前橋市大手町２－
３－１

令和4年2月18日
株式会社　細野事務器
群馬県前橋市元総社町
二丁目８－１０

8070001002923
会計法第２９条の３第５項及び
予算決算及び会計令第９９条
第３号による随意契約。

1,175,422 1,126,180 95.8% 0 無 無

　①　随意契約見直し計画において一般競争入札等に移行するとされていたが移行していないものにあっては、「未措置」。

　②　競争入札、企画競争又は公募をしたが、応札者が１者しかいないものにあっては、「１者」。

　③　新規案件で競争性のない随意契約であるものにあっては、「新規」。

　④　委託契約金額に占める再委託金額の割合が２分の１を超えるものにあっては、「再委託」。


